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教室名 強度 曜日・時間 定員 実施期間
整美操（バランス調整運動） ★

月曜

9:30 各
１５人

１２／3(月)
～２／４(月)

骨粗しょう症予防 ★ １１:00
すっきりシェイプ ★★ １3:00 各

２0人健康志向シェイプ教室 ★ １４:30
お肉サヨナラ健康体操 ★★ １9:30

各
１５人

ゆったり体操 ★★

火曜

9:30

１２／４(火)
～２／５(火)

健美操（バランス調整運動） ★ １１:00
リーダー育成 ★★★ １3:00
元気体操Ⅱ ★★ １４:30
簡単シェイプアップ ★ １9:30 ２0人
ゆっくりストレッチ体操 ★

木曜

9:30 １５人

１２／６(木)
～２／７(木)

運動不足さよなら ★ １１:00 ２0人
すっきりリフレッシュ体操 ★ １3:00

各
１５人骨粗しょう症予防 ★ １４:30

お肉サヨナラ健康体操 ★★ １9:30
のびのび体操 ★

金曜

9:30 ２0人

１２／７(金)
～２／８(金)

超健康ステップ体操 ★★★ １１:00 １５人
かんたんエアロビクス ★ １3:00 各

２0人すっきりシェイプ ★★ １４:30
すっきりステップ体操 ★ １9:30

各
１５人基礎体力アップ教室 ★★

土曜

9:30

１２／１(土)
～２／２(土)

元気体操Ⅰ ★ １１:00
脂肪さよなら ★★ １3:00

各
２0人

ストレッチ＆健康体操 ★ １４:30
運動不足さよなら ★

日曜

9:30

１２／２(日)
～２／3(日)

肩こり・腰痛飛んでいけ ★ １１:00
男性基礎体力づくり ★ １3:00 １５人
かんたんエアロ ★ １４:30 ２0人
注強度の目安：★は低強度、★★は中強度、★★★は高強度
　各教室は実施期間内で全８回（６0分／回）

内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育　持持ち物
備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　予予約

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　

毎
年
１１
月
１２
日
～
１１
月
２５
日（
２５
日
は
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）ま
で
の

２
週
間
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運

動
」が
全
国
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
売

買
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス

第
４
期
介
護
予
防
運
動
教
室
受
講
者

男
性
、
ご
夫
婦
で
の
参
加
大
歓
迎

男
性
専
用
教
室（
日
曜
日
午
後
１
時
～
）あ
り

内�

介
護
予
防
運
動
教
室
で
習
得
さ
れ
た
技
術

を
活
か
し
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活

躍
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
４０
歳
以
上

申�

１１
月
１７
日（
土
）午
前
９
時
か
ら
各
施
設

（
市
民
体
育
館
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
大
日
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
高
齢

介護保険苦情･･･介護保険サービス
などに関するもの
弁護士
第２水曜日１５:30～１７:30
（１時間以内）
予前日までに
問くすのき広域連合
℡0６－６99５－１５１６
問同連合守口支所（高齢介護課）
℡0６－６99２－２１８0
場�市役所１階北エリア
　市民相談室１0１

女性の悩み相談
（１人５0分・先着3人）
毎月第１～第４火曜日１3:00～１６:00
予前日までに
人権相談
▽毎週月・水・金曜日9:00～１２:00
▽毎週木曜日１3:00～１６:00
場�上記いずれも市役所５階南エリア
相談室５0７

備当日直接
人権電話相談
毎月第２金曜日１７:00～２0:00
（１人30分）
問人権室
℡0６－６99２－１５１２

福祉の総合相談
コミュ二ティソーシャルワーカー
平日9:00～１７:30
場�市役所７階北エリア守口市社会福
祉協議会

備当日直接
問守口市社会福祉協議会
℡0６－６99２－２７１５

生活不安や仕事の相談
平日9:00～１７:30
場�市役所７階くらしサポートセン
ター守口

備当日直接
0８00－２00－８0１１

市民相談（11月分）

介
護
課
）に
配
置
し
て
い
る「
介
護
予
防
運

動
教
室
開
催
要
項
」で
詳
細
を
確
認
し
、

所
定
の
用
紙
で
市
民
体
育
館
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

注�

申
込
時
に
心
臓
疾
患
の
有
無
な
ど
簡
単
な

健
康
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
よ
り
参

加
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

�

ま
た
現
在
、
通
院
さ
れ
て
い
る
人
は
、
か

か
り
つ
け
医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

¥�

６５
歳
以
上
の
人・
障
が
い
の
あ
る
人
１
５

０
円
、
そ
の
他
の
人
２
５
０
円

全
国
一
斉「
女
性
の

�

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

　
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、「
女
性
の

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」を
設
置
し
、
女
性
を

め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
相

男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
考
え
る

�

子
ど
も
の
人
権
と
家
族
の
多
様
性

神戸学院大学
現代社会学部教授
神原���文子さん

第
２
回（
全
５
回
）

日
本
の
ひ
と
り
親
家
族
に
つ
い
て

�

解
決
す
べ
き
課
題
と
は

　

日
本
に
お
い
て
は
、
ひ
と
り
親
世
帯（
大

半
が
母
子
世
帯
）で
育
っ
て
い
る
子
ど
も
の

２
人
に
ひ
と
り
が
貧
困
状
態
に
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、厚
生
労
働
省
の「
平

成
２８
年
度
全
国
ひ
と
り
親
世
帯
等
調
査
結
果

報
告
」（
注
１
）を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
母
子
世

帯
に
つ
い
て
解
決
す
べ
き
課
題
を
検
討
し
ま

し
ょ
う
。

　

母
子
世
帯
の
推
計
数
は
約
１
２
３
万
世

帯
、
父
子
世
帯
の
推
計
数
は
約
１９
万
世
帯
で

す
。

　

ま
た
、
母
子
世
帯
の
な
り
方
は
、
死
別

８
％
、
離
婚
８０
％
、
未
婚
の
母
９
％
で
す
。

た
だ
、
厚
生
労
働
省
の
デ
ー
タ
で
は
、
離
婚

の
い
き
さ
つ
や
未
婚
の
母
に
な
っ
た
い
き
さ

つ
ま
で
は
調
査
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の「
子
づ
れ
シ
ン
グ
ル
」

（
注
２
）の
女
性
と
関
わ
っ
て
き
た
経
験
か

ら
、
次
の
点
は
確
信
を
持
っ
て
言
え
ま
す
。

　
ま
ず
、
結
婚
す
る
よ
り
も
離
婚
す
る
ほ
う

が
、
労
力
も
時
間
も
心
身
の
負
担
も
は
る
か

に
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、

子
づ
れ
シ
ン
グ
ル
女
性
の
多
く
は
、
結
婚
生

活
で
我
慢
に
我
慢
を
重
ね
た
上
で
、
子
ど
も

の
た
め
に
も
こ
れ
以
上
、
結
婚
生
活
を
続
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
と

こ
ろ
で
離
婚
を
決
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
子
ど
も
を
引
き
取
っ
て
ひ
と
り
親
に

な
っ
た
女
性
に
対
し
て
は
、「
我
慢
が
足
り
な

い
」、「
わ
が
ま
ま
だ
」と
い
っ
た
冷
や
か
な
ま

な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

養
育
費
を
払
お
う
と
し
な
い
元
夫
た
ち
は
放

置
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
す
。
変
で
は
な
い
で

す
か
？
ま
た
、
未
婚
の
母
に
な
っ
た
女
性
の

多
く
は
、
妊
娠
を
相
手
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、

相
手
と
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
り
、
相
手

が
出
産
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
り
、
相
手
の

不
誠
実
さ
が
わ
か
っ
た
り
、
中
に
は
、
婚
約

し
た
後
に
、
相
手
が
事
故
で
亡
く
な
っ
た
り

を
経
験
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
せ
っ
か
く

授
か
っ
た
命
を
中
絶
す
る
の
で
は
な
く
ひ
と

り
で
産
ん
で
育
て
よ
う
と
決
意
し
た
と
言
い

ま
す
。
未
婚
で
は
子
ど
も
を
生
む
べ
き
で
は

な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
未
婚
の
ひ
と
り
親
世
帯
に
は
、
死
別
や
離

婚
の
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
寡
婦
控
除
が
適
用

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
妊
娠
さ
せ
て
責
任
を
と

ら
な
い
男
性
は
野
放
し
で
、
命
を
産
み
育
て

て
い
る
未
婚
の
子
づ
れ
シ
ン
グ
ル
と
子
ど
も

た
ち
が
社
会
的
に
差
別
さ
れ
て
十
分
に
保
護

さ
れ
な
い
っ
て
、
変
で
は
な
い
で
す
か
？

　
続
き
は
広
報
も
り
ぐ
ち
１２
月
号
で
。

（
注
１
）
こ
の
調
査
結
果
報
告
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
無
配
偶

の
生
活
者
を
意
味
す
る
。

問
人
権
室

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
２

問
市
民
体
育
館

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
８
２
０
１

ト
ー
カ
ー
行
為
や
人
身
取
引
な
ど
、
女
性
に

対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権
を
侵
害
す
る

も
の
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
る
行
為
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
被
害
を
受
け
て
い
た
り
、
暴
力
を
見
聞
き

し
た
り
し
て
、一
人
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。

ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
人
権
相
談
の
他
、
女
性
問
題
専

門
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る「
女
性
の
た

め
の
悩
み
相
談
」（
要
予
約
）を
行
っ
て
い
ま

す
。

問
人
権
室

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
２

談
を
受
け
る
な
ど
、
女
性
の
人
権
問
題
の
解

決
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
一
人
で
悩
ま
ず
に
気
軽
に
電
話
し
て
く
だ

さ
い
。（
相
談
無
料・秘
密
厳
守
）

時�

１１
月
１２
日（
月
）～
１８
日（
日
）

　
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
７
時

　

�

１１
月
１７
日（
土
）・
１８
日（
日
）は
午
前
１０
時

～
午
後
５
時

℡�

０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

問
大
阪
法
務
局
人
権
擁
護
部

℡�

０
６
・
６
９
４
２
・
９
４
９
６


